
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 10日錦江町神川皆倉地区で発生した火災において、いち早く火災に気

付き迅速な通報、消火器の使用、バケツリレーにより火災の被害を最小限にくい止めた

皆倉自治会に対し、南部消防署長から感謝状と消火器を授与しました。 

 

当組合では、自治会での防火訓練、救急訓練も受け付けております。 

訓練の申請及びご質問等は最寄りの消防署までご連絡ください。 


